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新 旧 

< 一般災害対策編 > 

 

第２章 災害予防計画 

 

第１節～第５節（略） 

第６節 危険物等災害対策 

第２ 危険物災害の防止対策の実施方策 

５ 危険物施設の事業者等の措置（Ｐ２５） 

⑵ 高圧ガスの保安 

災害により高圧ガス事業所が危険な状態となった場合は、責任者は応急措

置を講ずるとともに、知事（危機管理防災局消防保安課）、警察署及び消防

機関に通報する。 

第７節～９節（略） 

第１０節 通信・広報体制（Ｐ３１） 

風水害等の災害時は、通信機器等の損壊等による通信の途絶や輻輳等が予想

される。 

   このため、被害の拡大を防ぎ、被災者の救援に全力を挙げて対応するため、

災害に強い通信回線の整備・多重化・耐震化を図るとともに、通信が途絶して

いる地域で、衛星通信を活用したインターネット機器の整備、長時間の停電に

対応可能な非常用発電の整備、通信機器等の保管設置場所の嵩上げや複数化な

ど通信・広報体制（機器等）の整備を推進する。また、効果的・効率的な防災

対策を行うため、ＩｏＴ、ＳＮＳの活用など、災害対応業務のデジタル化を促

進する必要がある。 

デジタル化に当たっては、災害対応に必要な情報項目等の標準化や、システ

ムを活用したデータ収集・分析・加工・共有の体制整備を図る必要がある。 

 

 

第１２節 消防体制（Ｐ３６） 

 

第２ 消防用水利、装備、資機材の整備 

 ３ 通信手段・運用体制の整備 

  ⑴ 消防通信手段の整備状況（略） 

  ⑵ 消防通信手段の整備方策 

   ア 通信手段（消防・救急無線等）の整備（略） 

   イ 通信・運用体制の整備 

< 一般災害対策編 > 

 

第２章 災害予防計画 

 

第１節～第５節（略） 

第６節 危険物等災害対策 

第２ 危険物災害の防止対策の実施方策 

 ５ 危険物施設の事業者等の措置（県の組織名変更による修正） 

⑵ 高圧ガスの保安 

    災害により高圧ガス事業所が危険な状態となった場合は、責任者は応急措

置を講ずるとともに、知事（危機管理防災課）、警察署及び消防機関に通報

する。 

第７節～９節（略） 

第１０節 通信・広報体制（防災基本計画による修正） 

風水害等の災害時は、通信機器等の損壊等による通信の途絶や輻輳等が予想

される。 

   このため、被害の拡大を防ぎ、被災者の救援に全力を挙げて対応するため、

災害に強い複数の通信回線の確保や長時間の停電に対応可能な非常用発電の整

備、通信機器等の保管設置場所の嵩上げや複数化など通信・広報体制（機器等）

の整備を推進する。また、効果的・効率的な防災対策を行うため、ＩｏＴ、Ｓ

ＮＳの活用など、災害対応業務のデジタル化を促進する必要がある。 

デジタル化に当たっては、災害対応に必要な情報項目等の標準化や、システ

ムを活用したデータ収集・分析・加工・共有の体制整備を図る必要がある。 

 

 

 

 

第１２節 消防体制（令和７年２月１８日、共同指令センター仮運用、令和７年 

４月１日に運用開始に伴う修正） 

第２ 消防用水利、装備、資機材の整備 

 ３ 通信手段・運用体制の整備 

  ⑴ 消防通信手段の整備状況（略） 

  ⑵ 消防通信手段の整備方策 

   ア 通信手段（消防・救急無線等）の整備（略） 

   イ 通信・運用体制の整備 
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・  共同運用する消防緊急通信指令システムの維持管理、また、指令セン

ター職員及び連絡調整員の指令管制能力の向上に努め、緊急時における

通報の受理及び出動指令の迅速化を図る。 

    ・  現場活動に必要な情報の収集・・・（略）  

・ 消防通信指令業務の共同運用に伴い、システムの高度化を推進し、各

管轄地域の実情にあった最適なシステムを構築することにより、関係消

防本部との連携強化を図る。 

 

 

第１３節 避難体制 

第５ 避難所の収容、運営体制の整備（Ｐ４４） 

３ 避難所の生活環境改善システムの整備 

   町は、避難所や被災者の情報等を一元的に把握できる仕組みの整備に努める

とともに、関係機関の協力のもと、避難所への食料や生活用品の迅速な供給

システムの整備及びプライバシーの確保、トイレ、入浴の確保等生活環境改

善対策、並びに迅速な情報提供手段・システムの整備に努める。 

 

第１４節～１５節（略） 

第１６節 輸送体制 

第３ 緊急輸送活動に資する道路啓開体制の整備（Ｐ５０） 

１ 災害に備えた道路啓開体制 

  県は、発災後の道路の障害物除去、（路面変状の補修や迂回道路の整備を含 

む。）による道路啓開、応急復旧等を迅速に行うため、協議会の設置等によっ

て電力、通信等のインフラ事業者を含む関係機関と連携して、あらかじめ道路

啓開等の計画を作成するものとし、必要に応じて見直しを行うものとする。 

  また道路管理者は、当該計画も踏まえて、建設業協会や関係団体等の協力を 

得て、迅速かつ的確な道路啓開作業が実施できるよう、「大規模災害時におけ 

る応急対策に関する協定」等に基づき、道路啓開等に必要な人員、資機材等の 

確保等に関する協力関係の強化を図る。 

 

２ 道路啓開路線の情報収集 

町及び道路管理者は、関係機関と連携するなど、啓開が必要な緊急輸送路 

線等の情報収集及び共有できる体制を構築するものとする。 

 

 

 

・ 消防本部における消防緊急通信指令システムの整備、また、通信係員

及び通信員の受信能力の向上に努め、緊急時における通報の受理及び出

動指令の迅速化を図る。 

・ 現場活動に必要な情報の収集・・・（略） 

・ 消防緊急通信指令システムの共同化に向け、地域の実情にあった最適

なシステムを構築するため、共同運用を実施する消防本部との連携強化

を図る。 

 

第１３節 避難体制 

第５ 避難所の収容、運営体制の整備 

３ 避難所の生活環境改善システムの整備（県計画による修正） 

町は、関係機関の協力のもと、避難所への食料や生活用品の迅速な供給シス

テムの整備及びプライバシーの確保、男女双方の視点への配慮、トイレ、入浴

の確保等生活環境改善対策、並びに迅速な情報提供手段・システムの整備に努

める。 

 

第１４節～１５節（略） 

第１６節 輸送体制 

第３ 緊急輸送道路啓開体制の整備（防災基本計画による修正） 

１ 啓開道路の選定基準の設定 

   災害時において、道路啓開を実施する路線の選定、優先順位について関係機 

関と連携をとり、選定基準を設けてあらかじめ定めておく。 

 

 

 

 

 

 

２ 道路啓開の作業体制の充実 

町及び道路管理者は、平素から、災害時において、関係機関及び関係業界 

が迅速かつ的確な協力体制を確立して道路啓開の作業が実施できるよう、効率

的な道路啓開体制の充実を図る。 
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第２６節 孤立化集落対策（Ｐ７６） 

第１ 目 的 

大規模な災害等により道路、通信、電気等のライフラインが寸断し、孤立化

のおそれのある集落について、情報連絡の確保、情報連絡員の配置など情報収

集体制の整備を図るとともに、万が一、孤立化した場合には、防災関係機関の

連携により、被災状況の早期把握や、地域住民の救出・救助等の災害応急対策

を迅速に実施できる体制を確立する。 

【孤立化の定義】 

 中山間地域、沿岸地域、島しょ部などの地域及び集落において、以下の要因等

により、道路交通及び海上交通による外部からのアクセスが途絶し、人の移動や

物資の流通が困難もしくは不可能となる状態とする。 

・ 豪雨や地震等に伴う土砂災害、道路への堆積土砂及び道路構造物の損傷など 

・ 地震に伴う液状化による道路構造物の損傷など 

※ 道路交通については、四輪自動車が通行不可能となる状況 

 

第２ 孤立化集落対策 

１ 孤立予想集落の事前把握（Ｐ７６） 

⑴ 町は、豪雨や地震等の各災害事象を想定したうえで、道路交通の状況から

孤立が予想される集落について、事前の把握に努める。 

また、孤立化するおそれのある集落との通信手段について事前の整備・確

保に努める。 

なお、把握に当たっては、下記のケースを参考にするとともに、警察、消

防、自衛隊、県地域振興局・支庁（建設部・農林水産部等）等防災関係機関

からの意見も参考とする。 

 

⑵ 道路の途絶等による集落のケース（略） 

ア 集落につながる道路において迂回路がない。 

イ 集落につながる道路において、落石や崩土等の発生が予想される道路災

害の危険箇所（交通途絶予想箇所など）が存在し、交通途絶の可能性が高

い。 

ウ 集落につながる道路等において、トンネルや橋梁等の道路構造物の耐震

化がなされておらず、交通途絶の可能性が高い。 

エ 土砂災害の発生が予想され、道路の交通途絶の可能性が高い。 

※ 道路については、四輪自動車が通行不可能な道路とする。 

２ 孤立化の未然防止対策（Ｐ７６） 

 ⑴ 災害情報員の設置 

第２６節 孤立化集落対策（防災基本計画・県計画に整合） 

 

大規模な災害等により道路、通信、電気等のライフラインが寸断し、孤立化のお

それのある集落について、情報連絡の確保、情報連絡員の配置、住民の救出・救助

等の応急対策を迅速に実施できる体制を確立する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 孤立予想集落の事前把握（防災基本計画・県計画に整合） 

町は、災害発生時に、道路等の途絶や通信手段が確保されない等により、

孤立が予想される次のような集落等を事前に調査し、実態の把握に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 道路の途絶等による集落のケース 

⑴ 集落につながる道路等において迂回路がない。 

⑵ 集落につながる道路等において、落石や崩土等の発生が予想される道路災

害の危険箇所が多数存在し、交通途絶の可能性が高い。 

⑶ 集落につながる道路等において、トンネルや橋梁等の耐震化の未整備によ

り、交通途絶の可能性が高い。 

⑷ 土砂災害の発生が予想され、道路の交通途絶の可能性が高い。 

 

（県の未然防止対策項目を追加） 

第２ 災害情報員の設置（項目の修正） 
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町は、孤立化のおそれのある集落において、区長、消防団員等を「災

害情報連絡員」として指名するなど、災害発生時における防災情報の提

供体制の整備を図る。 

⑵ 備蓄の推進 

町は、孤立化のおそれのある地区住民に対して、平素から必要量の食料、

飲料水の備蓄の推進、携帯ラジオ等の備えなどを行うよう、広報紙等を通じ

て周知を図る。 

この際、孤立化のおそれがある地区と調整し食料、飲料水の備蓄品を孤

立化集落内の安全な箇所に分散配置するなど孤立化対策を推進する。 

⑶  通信設備等の整備 

町は、孤立予想集落と外部との連絡通信手段を確保するため、次のよう

な対策を促進する。 

 ア 集落内に学校や警察、消防等の公的機関、通信事業者、電気事業者等の

防災関係機関がある場合には、それらの機関が所有する通信手段の状況に

ついて事前に確認するとともに、災害時における活用についても事前に調

整する。 

  イ 町内アマチュア無線局に対して、情報収集及び伝達活動の協力要請

を確立する。 

  ⑷ ヘリコプターなど航空機の臨時の離着陸場の選定・確保 

集落が孤立した場合に、救出・救助活動や、食料や医薬品などの支援物資

の搬入を行うため、へリコプターなど航空機の臨時の離着陸場の選定・確

保（校庭、空き地、休耕田等の平地）し、平常時から消防や警察等とその場

所や運用方法等について情報共有を図る。 

  ⑸ 道路管理者 

   ア 崩土や落石等の危険性がある箇所の法面対策や橋梁の耐震対策などに

ついて、孤立化するおそれのある集落へのアクセスの確保に配慮の上、

計画的に取り組む。 

     そのため、町・県等は定期的に道路整備状況等について情報交換を行

う。 

   イ 発災後の道路の障害物除去（路面変状の補修等を含む）による道路啓

開や応急復旧等を迅速に行うため、建設業団体や、インフラ事業者等と

の連絡体制の整備を図る。 

 

 

 

 

町は、孤立化のおそれのある集落において、区長、消防団員等を「災害

情報連絡員」として指名するなど、災害発生時における防災情報の提供

体制の整備を図る。 

第３ 備蓄の推進（町の施策を反映） 

町は、孤立化のおそれのある地区住民に対して、平素から必要量の食料、

飲料水の備蓄の推進、携帯ラジオ等の備えなどを行うよう、広報紙等を通じ

て周知を図る。 

 

 

第４ 孤立予想集落の通信設備等の整備（項目名の修正、県の計画に整合） 

町は、孤立予想集落と外部との連絡通信手段を確保するため、次のような

対策を促進する。 

１ 集落内に学校、警察機関等の公共機関がある場合には、これらの通信施設

を事前に確認し、災害時における活用について調整しておく。 

  

 

２ 町内アマチュア無線局に対して、情報収集及び伝達活動の協力要請を確立

する。 

 第５ ヘリポートの整備（項目名の修正、県の計画に整合、） 

集落が孤立した場合に、緊急に救出できるよう緊急ヘリポート用地の選

定・確保を図るなど、校庭、空き地、休耕田等の整備を推進する。 

 

 

（新規追加：県の計画に整合） 
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第３章 災害応急対策 

 

第１節 応急活動体制の確立（Ｐ７８） 

第１ 応急活動体制の確立 

 １ 災害対策本部前の初動体制 

  ⑴ 情報連絡体制の確立（略） 

  ⑵ 災害警戒本部の確立 

ア 町内に小規模な災害が発生したとき・・・（略） 

イ 災害警戒本部に本部長、副本部長を置き、本部長は危機管理監を、副本

部長には総務課長、建設課長及び農林課長をもって充てる。 

ウ 災害の発生するおそれが解消したと認められるとき・・・（略） 

２ 災害対策本部の設置及び廃止（略） 

３ 災害対策本部の組織（Ｐ７９） 

災害対策本部の組織及び事務分掌は、別表に掲げるとおりである。 

⑴ 本部長～⑶ 本部に各対策本部及び部長を・・・（略） 

⑷ 本部会議は本部長、副本部長、各対策部の部長、副部長で構成する。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３章 災害応急対策 

 

第１節 応急活動体制の確立 

第１ 応急活動体制の確立（組織再編による修正） 

 １ 災害対策本部前の初動体制 

  ⑴ 情報連絡体制の確立（略） 

  ⑵ 災害警戒本部の確立 

ア 町内に小規模な災害が発生したとき・・・（略） 

イ 災害警戒本部に本部長、副本部長を置き、本部長は危機管理監を、副本

部長には総務課長、建設課長及び耕地林業課長をもって充てる。 

ウ 災害の発生するおそれが解消したと認められるとき・・・（略） 

２ 災害対策本部の設置及び廃止（略） 

３ 災害対策本部の組織 

災害対策本部の組織及び事務分掌は、別表に掲げるとおりである。 

⑴ 本部長～⑶ 本部に各対策本部及び部長を・・・（略） 

⑷ 本部会議は本部長、副本部長、各対策部の部長、副部長で構成する。 
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別表 １ さつま町災害対策本部組織図（Ｐ８２） 

 

危機管理監

情報戦 略推 進班

総合政策班
（行革推進室を含む）

消 防 対 策 部 指 揮 班

通 信 情 報 班

総 務 班

消 防 団 班

学 校 教 育 班

給食セ ンタ ー班

社 会 教 育 対 策 部 社 会 教 育 班
（スポーツ振興を含む）

文 化 班

水 道 対 策 部 水 道 管 理 班

工 務 班

議 会 対 策 部 議 会 班

教 育 対 策 部 教 育 総 務 班

産業・定住支援班

建 設 対 策 部 管 理 ・ 土 木 班

建 築 班

会 計 対 策 部 会 計 ・ 監 査 班

農 業 委 員 会 班

耕 地 班

林 政 班

さつまＰＲ対策部 商 工 観 光 班

こ ど も 対 策 部 こ ど も 支 援 班

農 林 対 策 部 農 政 班

（担い手支援室を含む）

畜 産 班

人権同 和対 策班

環 境 ・ 業 務 班

ほけん福祉対策部 福 祉 班

保険・健康増進班

高 齢 者 支 援 班

財 政 対 策 部 管 財 契 約 班

財 政 班

税 務 対 策 部 税 務 班

町 民 環 境 対 策 部 町 民 班

行 政 班

総 合 政 策 対 策 部

本 部 長 副 本 部 長 本 部 総 括 部 危 機 管 理 班
町 長 副 町 長

総 務 対 策 部 秘 書 広 報 班
教 育 長

 
 

別表 １ さつま町災害対策本部組織図 
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別表 ２ さつま町災害対策本部事務所掌（Ｐ８３～８８） 
 
 部名 

 ◎部長 

 ○副部長 

 班名 

 （班長） 

事務分掌 

本部総括部 

◎危機管理

監 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

危機管理班 

( 危機管理係

長) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１ 防災会議及び災害対策本部会議に関すること 

２ 災害対策本部及び災害警戒本部の設置並びに廃止に関すること。 

３ 避難指示等の発令及び解除に関すること。 

４ 警戒区域の設定に関すること。 

５ 災害応急対策に係る各対策部との総合調整に関すること。 

６ 避難等施設の指定，開設及び避難所責任者等の派遣に関すること。 

７ 国，県，防災関係機関との連絡調整に関すること。 

８ 気象情報，河川及びダムの諸情報の収集に関すること。 

９ 災害調査の実施に関すること。 

10 被害報告の取りまとめ及び県への災害報告に関すること。 

11. 県，他市町村への応援要請に関すること。 

12 自衛隊の派遣要請等に関すること。 

13 防災行政無線等通信施設の管理運用に関すること。 

14 り災証明に関すること。 

15 消防本部及び消防団（水防団）との連絡調整に関すること。 

16 自主防災組織等との防災体制及び活動の調整に関すること。 

17 各支所との連絡調整に関すること。 

18 その他，他の対策部に属さない事務又は本部長の特命に 

 関すること。 

総務対策部 

◎総務課長 

  

  

  

秘書広報班 

（秘書広報係

長） 

１ 本部長、副本部長の秘書に関すること。 

２ 災害視察者及び見舞者の接待に関すること。 

３ 災害関係文書の受理、配布及び発送に関すること。 

４ 災害、被害状況の撮影及び保管に関すること。 

５ 災害、被害状況の広報に関すること。 

行政班 

（行政係長） 

１ 災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する災害補償に関す

ること。 

２ 総務対策部内の応援に関すること。 

財政対策部 

◎財政課長 

  

管財契約班 

（管財契約係

長） 

１ 庁舎及び町有財産の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 町有車両の管理、配車及び民間車両の確保に関すること。 

３ 緊急通行車両の確認申請等に関すること。 

４ 各支所との連絡調整に関すること。 

財政班 

（財政係長） 

１ 災害対策の予算及び財政計画に関すること。 

２ 災害復旧に要する資金の調達に関すること。 

 

 

別表 ２ さつま町災害対策本部事務所掌  
 
 部名 

 ◎部長 

 ○副部長 

 班名 

 （班長） 

事 務 分 掌 

本部総括部 

◎総務課長 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

危機管理班 

(危機管理係

長) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

１ 防災会議及び災害対策本部会議に関すること 

２ 災害対策本部及び災害警戒本部の設置並びに廃止に関すること。 

３ 避難指示等の発令及び解除に関すること。 

４ 警戒区域の設定に関すること。 

５ 災害応急対策に係る各対策部との総合調整に関すること。 

６ 避難等施設の指定，開設及び避難所責任者等の派遣に関すること。 

７ 国，県，防災関係機関との連絡調整に関すること。 

８ 気象情報，河川及びダムの諸情報の収集に関すること。 

９ 災害調査の実施に関すること。 

10 被害報告の取りまとめ及び県への災害報告に関すること。 

11 県，他市町村への応援要請に関すること。 

12 自衛隊の派遣要請等に関すること。 

13 防災行政無線等通信施設の管理運用に関すること。 

14 り災証明に関すること。 

15 消防本部及び消防団（水防団）との連絡調整に関すること。 

16 自主防災組織等との防災体制及び活動の調整に関すること。 

17 各支所との連絡調整に関すること。 

18 その他，他の対策部に属さない事務又は本部長の特命に関するこ

と。 

総務対策部 

◎総務課長 

  

  

  

秘書法制班 

（秘書法制係

長） 

１ 本部長、副本部長の秘書に関すること。 

２ 災害視察者及び見舞者の接待に関すること。 

行政班 

（行政係長） 

１ 災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する災害補償に関す

ること。 

２ 総務対策部内の応援に関すること。 

デジタル推進

班(デジタル

推進係長) 

１ 災害時におけるデータ保存に関すること。 

２ 災害時における情報システムの管理及び応急対策に関すること。 

財政対策部 

◎財政課長 

  

財産管理班 

（財産管理係

長） 

（契約検査係

長） 

１ 庁舎及び町有財産の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 町有車両の管理、配車及び民間車両の確保に関すること。 

３ 緊急通行車両の確認申請等に関すること。 

４ 各支所との連絡調整に関すること。 

財政班 

（財政係長） 

１ 災害対策の予算及び財政計画に関すること。 

２ 災害復旧に要する資金の調達に関すること。 
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総合政策対

策部 

◎総合政策

課長 

○行革推進

室長 

  

総 

合 

政 

策 

班 

  

（企画政策係長） 

１ 災害復旧対策の総合計画に関すること。 

（本部総括部との連絡調整、災害・被害状況の把握、計画立

案等） 

  

（行革推進係長） 

２ 報道関係機関との連絡調整に関すること。 

（本部総括部との連絡調整、メディア対応、災害・被害状況

の共有、記者会見準備等） 

（地域振興係長） ３ 各支所との連絡調整に関すること。 

情報戦略推進班 

(情報戦略推進係長) 

１ 災害時におけるデータ保存に関すること。 

２ 災害時における情報システムの管理及び応急対策に関

すること。 

税務対策部 

◎税務課長 

税務班 

（収納係長） 

（町民税係長） 

（資産税係長） 

  

１ 住家等一般被害の調査に関すること。 

２ 災害による町税の減免、猶予等に関すること。 

３ 被災納税者に対する税の相談に関すること。 

４ 家屋倒壊等に係るり災証明に関すること。 

５ 各支所との連絡調整に関すること。 

町民環境対

策部 

◎町民環境

課長 

町民班 

（町民係長） 

１ 被災者の安否情報及び異動に関すること。 

２ 被災者名簿（外国人登録者）の作成に関すること。 

３ 各支所との連絡調整に関すること。 

人権同和対策班 

（人権同和対策係長） 

１ 同和地区の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 太陽福祉センターの被害調査及び応急対策に関するこ

と。 

３ 同和対策関係者との連絡調整に関すること。 

４ 町民班の応援に関すること。 

環境・業務班 

（環境係長） 

（環境ｾﾝﾀｰ係長） 

  

１ 災害による遺体の処理及び埋葬に関すること。 

２ 災害時の環境衛生に関すること。 

３ 災害時の食品衛生に関すること。 

４ 災害時の廃棄物の処理及び清掃に関すること。 

５ 災害時のねずみ族、昆虫の駆除に関すること。 

６ 仮設トイレの設置等に関すること。 

７ 清掃業者等との連絡調整に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画政策対策

部 

◎企画政策課

長 

  

企画班 

（企画係長） 

（地域振興係長） 

１ 災害復旧対策の総合計画に関すること。 

２ 報道関係機関との連絡調整に関すること。 

３ 各支所との連絡調整に関すること。 

広報文書班 

（広報文書係長） 

１ 災害関係文書の受理、配布及び発送に関すること。 

２ 災害、被害状況の撮影及び保管に関すること。 

３ 災害、被害状況の広報に関すること。 

税務対策部 

◎税務課長 

税務班 

（収納係長） 

（町民税係長） 

（資産税係長） 

  

１ 住家等一般被害の調査に関すること。 

２ 災害による町税の減免、猶予等に関すること。 

３ 被災納税者に対する税の相談に関すること。 

４ 家屋倒壊等に係るり災証明に関すること。 

５ 各支所との連絡調整に関すること。 

町民環境対策

部 

◎町民環境課

長 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

町民班 

（町民係長） 

  

１ 被災者の安否情報及び異動に関すること。 

２ 被災者名簿（外国人登録者）の作成に関すること。 

３ 各支所との連絡調整に関すること。 

人権同和対策班 

（人権同和対策係

長） 

  

１ 同和地区の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 太陽福祉センターの被害調査及び応急対策に関するこ

と。 

３ 同和対策関係者との連絡調整に関すること。 

４ 町民班の応援に関すること。 

環境・業務班 

（環境係長） 

（環境ｾﾝﾀｰ係長） 

（ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ係長） 

  

  

  

１ 災害による遺体の処理及び埋葬に関すること。 

２ 災害時の環境衛生に関すること。 

３ 災害時の食品衛生に関すること。 

４ 災害時の廃棄物の処理及び清掃に関すること。 

５ 災害時のねずみ族、昆虫の駆除に関すること。 

６ 仮設トイレの設置等に関すること。 

７ 清掃業者等との連絡調整に関すること。 
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ほけん福祉対策部 

◎ほけん福祉課長 

〇ほけん総括監 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

福祉班 

（福祉係長） 

１ 社会福祉関係施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 被災住民からの相談に関すること。 

３ 義援金の受付及び配分に関すること。 

４ ボランティアの受入れに関すること。 

５ 災害救助法の適用申請に関すること。 

６ 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。 

７ 部内の連絡調整に関すること。 

８ 各支所との連絡調整に関すること。 

９ 障害者等の被害調査に関すること。 

11 要配慮者の避難支援に関すること。 

12 応急仮設住宅の入居者の選考に関すること。 

13 民生、児童委員との連絡調整に関すること。 

保険・健康増

進班 

（保険係長） 

（健康増進係

長） 

１ 被災者の医療看護に関すること。 

２ 医療・助産活動に関すること。 

３ 感染症予防に関すること。 

４ 被災者への健康相談に関すること。 

５ 避難所への巡回相談に関すること。 

６ 被災住民に対する心のケア対策に関すること。 

７ 医薬品、医療用資機材の調達に関すること。 

８ 保健所、医師会、医療機関との連絡調整に関すること。 

９ 各支所との連絡調整に関すること。  
高齢者支援班 

（高齢者支援

係長） 

（介護保険係

長） 

１ 介護認定者の被害調査に関すること。 

２ 介護保険料の減免に関すること。 

３ 高齢者福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

４ 福祉班の応援に関すること。  

こども対策部 

◎こども課長 

こども支援班 

（課長補佐） 

（こども支援

係長） 

（こども健康

係長） 

１ 保育・児童施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 保育園児の安全措置に関すること。 

３ 保護者との連絡調整に関すること。 

４ 臨時保育所の開設に関すること。 

５ 救援物資の受入れ、配分に関すること。 

６ 炊出しの必要数の把握及び配分に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健福祉対策部 

◎保健福祉課長 

  

  

  

  

  

  

福祉班 

（福祉係長） 

１ 社会福祉関係施設の被害調査及び応急対策に関するこ

と。 

２ 被災住民からの相談に関すること。 

３ 義援金の受付及び配分に関すること。 

４ ボランティアの受入れに関すること。 

５ 災害救助法の適用申請に関すること。 

６ 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。 

７ 部内の連絡調整に関すること。 

８ 各支所との連絡調整に関すること。 

９ 障害者等の被害調査に関すること。 

11 要配慮者の避難支援に関すること。 

12 応急仮設住宅の入居者の選考に関すること。 

13 民生、児童委員との連絡調整に関すること。 

保険・健康増進班 

（保険係長） 

（健康増進係長） 

１ 被災者の医療看護に関すること。 

２ 医療・助産活動に関すること。 

３ 感染症予防に関すること。 

４ 被災者への健康相談に関すること。 

５ 避難所への巡回相談に関すること。 

６ 被災住民に対する心のケア対策に関すること。 

７ 医薬品、医療用資機材の調達に関すること。 

８ 保健所、医師会、医療機関との連絡調整に関すること。 

９ 各支所との連絡調整に関すること。 

子ども支援対策部 

◎子ども支援課長 

子ども支援班 

（子育て支援係長） 

（子ども健康係長） 

１ 保育・児童施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 保育園児の安全措置に関すること。 

３ 保護者との連絡調整に関すること。 

４ 臨時保育所の開設に関すること。 

５ 救援物資の受入れ、配分に関すること。 

６ 炊出しの必要数の把握及び配分に関すること。 

高齢者支援対策部 

◎高齢者支援課長 

高齢者支援班 

（高齢者支援係長） 

（介護保険係長） 

１ 介護認定者の被害調査に関すること。 

２ 介護保険料の減免に関すること。 

３ 高齢者福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

４ 福祉班の応援に関すること。 
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農林対策部 

◎農林課長 

○農業委員会

事務局長 

○担い手支援

室長 

○森づくり推

進監 

〇畜産振興監 

農政班 

（農政係長） 

（担い手支援係

長） 

１ 農業関係施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 食料の調達及び斡旋等に関すること。 

３ 農業被害に伴う金融対策等の相談及び指導に関すること。 

４ 農産物、特産物の被害調査及び応急対策に関すること。 

５ 農林水産業関係団体との連絡調整に関すること。 

６ 各支所との連絡調整に関すること。 

畜産班 

（課長補佐） 

（畜産係長） 

１ 家畜及び畜産施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 家畜の衛生防疫に関すること。 

３ 農業政策班の応援に関すること。 

農業委員会班 

（農地係長） 

１ 農地及び農道の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 農業政策班の応援に関すること。 

耕地班 

（耕地係長） 

１ 農用地、耕地、農業用施設の被害調査及び応急対策に関す

ること。 

２ 農地の冠水排除及び農業用水利に関すること。 

３ 土地改良区との連絡調整に関すること。 

４ 各支所との連絡調整に関すること。 

林政班 

（林政係長） 

１ 山林、林道等の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 治山関係施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

３ 林業関係団体との連絡調整に関すること。 

さつまＰＲ対

策部 

◎さつまＰＲ

課長 

○産業・定住支

援室長 

商工観光班 

（商工観光係長） 

（ふるさと物産

係長） 

  

１ 商工関係施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 生活必需品等の調達、斡旋等に関すること。 

３ 商工業関係団体との連絡調整に関すること。 

４ 商工業者に対する融資に関すること。 

５ 各支所との連絡調整に関すること。 

６ 観光施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

７ 観光客の安全確保、避難誘導等に関すること。 

８ 工芸センターとの連絡調整に関すること。 

産業支援班 

（産業支援係長） 

（移住定住係長） 

１ 製造業施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 外国人労働者の避難状況調査に関すること。 

３ ものづくり企業団体との連絡調整関すること。 

４ 商工観光班の応援に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

農政対策部 

◎農政課長 

○農業委員会事

務局長 

○担い手育成支

援室長 

農業政策班 

（農業政策係長） 

（担い手育成支

援係長） 

１ 農業関係施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 食料の調達及び斡旋等に関すること。 

３ 農業被害に伴う金融対策等の相談及び指導に関すること。 

４ 農産物、特産物の被害調査及び応急対策に関すること。 

５ 農林水産業関係団体との連絡調整に関すること。 

６ 各支所との連絡調整に関すること。 

畜産班 

（畜産係長） 

１ 家畜及び畜産施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 家畜の衛生防疫に関すること。 

３ 農業政策班の応援に関すること。 

農業委員会班 

（農地係長） 

１ 農地及び農道の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 農業政策班の応援に関すること。 

耕地林業対策部 

◎耕地林業課長 

耕地班 

（耕地係長） 

１ 農用地、耕地、農業用施設の被害調査及び応急対策に関す

ること。 

２ 農地の冠水排除及び農業用水利に関すること。 

３ 土地改良区との連絡調整に関すること。 

４ 各支所との連絡調整に関すること。 

林業振興班 

（林業振興係長） 

１ 山林、林道等の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 治山関係施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

３ 林業関係団体との連絡調整に関すること。 

商工観光ＰＲ 

対策部 

◎商工観光ＰＲ

課長 

◎ふるさと振興

課長 

商工振興班 

（商工振興係長） 

（企業誘致係長） 

（移住定住係長） 

１ 商工関係施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 生活必需品等の調達、斡旋等に関すること。 

３ 商工業関係団体との連絡調整に関すること。 

４ 商工業者に対する融資に関すること。 

５ 各支所との連絡調整に関すること。 

観光班 

（観光係長） 

１ 観光施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 観光客の安全確保、避難誘導等に関すること。 

３ 工芸センターとの連絡調整に関すること。 

４ 商工振興班の応援に関すること。 
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建設対策部 

◎建設課長 

  

管理・土木班 

（管理係長） 

（土木係長） 

１ 道路、橋梁等の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 土木施設等の被害調査及び応急対策に関すること。 

３ 河川等の被害調査及び応急対策に関すること。 

４ 道路情報の収集、伝達に関すること。 

５ 危険箇所等の警戒及び監視に関すること。 

６ 障害物の除去に関すること。 

７ 災害用資機材の調達、確保に関すること。 

８ 建設・土木業者との連絡調整に関すること。 

９ 各支所との連絡調整に関すること。 

10 都市施設、公園施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

11 北薩地域振興局建設部との連絡調整に関すること。 

建設班 

（建築係長） 

１ 町営住宅の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 町有建物の被害調査及び応急対策に関すること。 

３ 被災者に対する建築相談に関すること。 

４ 応急仮設住宅の建設に関すること。 

５ 被災建築物の応急危険度判定に関すること。 

６ 管理・土木班の応援に関すること。 

会計対策部 

◎会計課長 

○監査委員

事務局長 

会計・監査班 

（会計係長） 

（監査係長） 

１ 物品の出納及び会計処理に関すること。 

水道対策部 

◎水道課長 

水道管理班 

（水道管理係

長） 

１ 水道復旧計画に関すること。 

２ 節水、給水等の広報に関すること。 

３ 指定給水装置工事事業者との連絡調整に関すること。 

４ 各支所との連絡調整に関すること。 

工務班 

（工務係長） 

１ 水道施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 応急給水に関すること。 

３ 水源の確保に関すること。 

議会対策部 

◎議会事務

局長 

議会班 

（議事係長） 

１ 議会との連絡調整に関すること。 

  

 

 

 

 

 

 

 

建設対策部 

◎建設課長 

  

道路・土木班 

（維持管理係長） 

（土木係長） 

１ 道路、橋梁等の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 土木施設等の被害調査及び応急対策に関すること。 

３ 河川等の被害調査及び応急対策に関すること。 

４ 道路情報の収集、伝達に関すること。 

５ 危険箇所等の警戒及び監視に関すること。 

６ 障害物の除去に関すること。 

７ 災害用資機材の調達、確保に関すること。 

８ 建設・土木業者との連絡調整に関すること。 

９ 各支所との連絡調整に関すること。 

住宅・建築班 

（建築係長） 

１ 町営住宅の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 町有建物の被害調査及び応急対策に関すること。 

３ 被災者に対する建築相談に関すること。 

４ 応急仮設住宅の建設に関すること。 

５ 被災建築物の応急危険度判定に関すること。 

まちなみ整備班 

（まちなみ整備係長） 

１ 都市施設、公園施設の被害調査及び応急対策に関するこ

と。 

２ 北薩地域振興局建設部との連絡調整に関すること。 

３ 道路・土木班の応援に関すること。 

会計対策部 

◎会計課長 

○監査委員事

務局長 

会計・監査班 

（会計係長） 

（監査係長） 

１ 物品の出納及び会計処理に関すること。 

水道対策部 

◎水道課長 

水道管理班 

（水道管理係長） 

１ 水道復旧計画に関すること。 

２ 節水、給水等の広報に関すること。 

３ 指定給水装置工事事業者との連絡調整に関すること。 

４ 各支所との連絡調整に関すること。 

工務班 

（工務係長） 

１ 水道施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 応急給水に関すること。 

３ 水源の確保に関すること。 

議会対策部 

◎議会事務局

長 

議会班 

（議事係長） 

１ 議会との連絡調整に関すること。  
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教育対策部 

◎教育総務課長 

○学校教育課長 

○給食センター所

長 

総務班 

（総務係長） 

１ 教育対策部各班の被害調査のとりまとめ及び本部への

報告に関すること。 

２ 学校施設の被害状況の調査及び応急対策に関するこ

と。 

３ 小・中学校の応急教育に関すること。 

４ 災害時における教職員の確保に関すること。 

５ 文教施設における避難場所の開設等に関すること。 

６ 県教育委員会との連絡調整に関すること。 

７ 学校施設利用者の避難誘導及び安全確保に関するこ

と。 

学校教育班 

（課長補佐） 

（学校教育係長） 

（学事係長） 

１ 児童及び生徒の被害調査に関すること。 

２ 児童及び生徒の安全確保、避難誘導に関すること。 

３ 保護者との連絡調整に関すること。 

４ 被災児童、生徒の保健管理に関すること。 

５ 被災児童生徒の給食に関すること。 

給食センター班 

(給食センター係

長) 

１ 炊出し施設の調整及び調理に関すること。 

２ 学校給食に関すること。 

社会教育対策部 

◎社会教育課長 

○スポーツ振興特

命参事 

社会教育班 

（社会教育係長） 

(スポーツ振興係

長) 

（鶴田教育係長） 

（薩摩教育係長） 

１ 社会教育及び社会体育施設の被害状況調査及び応急対

策に関すること。 

２ 社会教育及び社会体育施設利用者の避難誘導及び安全

確保に関すること。 

３ 社会教育及び社会体育団体との連絡調整に関するこ

と。 

文化班 

（文化係長） 

１ 文化施設及び文化財の被害調査及び応急対策に関する

こと。 

２ 文化施設利用者の避難誘導及び安全確保に関するこ

と。 

鶴田支所 

薩摩支所 

町民生活班 

（町民生活係長） 

１ 本庁各対策部の事務分掌に準じた支所管内の被害調

査、報告、応急対策に関すること。 

農林班 

（農林係長） 〃 

 

教育対策部 

◎教育総務課長 

○学校教育課長 

○学校教育指導

監 

○給食センター

所長 

総務班 

（総務係長） 

１ 教育対策部各班の被害調査のとりまとめ及び本部への報告に 

関すること。 

２ 学校施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 

３ 小・中学校の応急教育に関すること。 

４ 災害時における教職員の確保に関すること。 

５ 文教施設における避難場所の開設等に関すること。 

６ 県教育委員会との連絡調整に関すること。 

７ 学校施設利用者の避難誘導及び安全確保に関すること。 

学校教育班 

（企画指導係

長） 

１ 園児、児童及び生徒の被害調査に関すること。 

２ 園児、児童及び生徒の安全確保、避難誘導に関すること。 

３ 保護者との連絡調整に関すること。 

４ 被災児童、生徒の保健管理に関すること。 

５ 被災児童生徒の給食に関すること。 

給食センター班 

(給食センター

係長) 

１ 炊出し施設の調整及び調理に関すること。 

２ 学校給食に関すること。 

社会教育対策部 

◎社会教育課長 

  

社会教育班 

（社会教育係

長） 

(スポーツ振興

係長) 

１ 社会教育及び社会体育施設の被害状況調査及び応急対策に関

すること。 

２ 社会教育及び社会体育施設利用者の避難誘導及び安全確保に

関すること。 

３ 社会教育及び社会体育団体との連絡調整に関すること。 

文化班（文化係

長） 

１ 文化施設及び文化財の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 文化施設利用者の避難誘導及び安全確保に関すること。 

鶴田支所対策部 

薩摩支所対策部 

  

◎支所長 

総務税務班 

（総務税務係

長） 

１ 本庁各対策部の事務分掌に準じた鶴田支所管内の被害調査、

報告、応急対策に関すること。 

町民福祉班 

（町民福祉係

長） 

〃 

経済班 

（経済係長） 

（耕地林務係

長） 

〃 

教育班 

（教育係長） 
〃  
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消防対策部 

◎消防長 

○警防課長兼

消防署長 

○消防総務課

長 

〇警防課長補

佐 

〇消防団長 

総務班 

指揮班 

通信情報班 

消防団班 

（総務係長） 

（消防団係長） 

（警防係長） 

（救急係長） 

（危険物係長） 

（予防係長） 

（通信指令係長） 

１ 消防法に基づく消防活動その他災害応急対策に関するこ

と。 

２ 水防法に基づく水防活動その他災害応急対策に関するこ

と。 

３ 被災者の避難、誘導、救出、捜索に関すること。 

４ 警備、警戒、防御活動に対する警察との連絡方法に関する

こと。 

５ 非常無線通信に関すること。 

６ 気象情報の本部への伝達に関すること。 

７ 消防団（水防団）との連絡に関すること。 

 

第２節～第６節（略） 

第７節 気象警報等収集・伝達 

第３ 受領及び伝達方法（Ｐ１０４） 

⑴ 関係機関からの通報等は、勤務時間外は警備員が受領する。・・・略 

（正）危機管理監  （副） 危機管理係長 

⑵ 勤務時間外に警備員が警報等を受領した場合は、直ちに危機管理監に伝達

する。警報等を受領した危機管理監は次の伝達担当員に伝達するとともに、

町長及び副町長に報告し、その指示に従う。 

（正） 危機管理係長  （副） 危機管理係員 

⑶ ⑴⑵の警報等で災害を起こすおそれが予想される場合は、直ちに庁内放送

（勤務時間外は、危機管理監→危機管理係長→関係課長）により周知させる

とともに、関係機関、住民等に伝達周知する。 

 

第８節 災害情報・被害情報の収集・伝達（略） 

第１９節 避難所の運営 

第１ 避難所の開設等（略） 

第２ 避難所の運営管理 

１ 避難者情報の把握（略）。 

２ 避難者等との協力（略） 

３ 被災者への情報提供（略） 

４ 良好な生活環境の保持（Ｐ１５８） 

   避難所における生活環境が常に良好なものであるよう努める。 

   そのため、避難生活の長期化が予想される場合、パーティションや簡易ベッ 

ド等を設置するよう努めるとともに、食事供与の状況、トイレの設置状況等の 

把握に努め、必要な対策を講じる。 

   また、必要に応じ、仮設トイレや簡易トイレを設置し快適なトイレの使用に 

 

消防対策部 

◎消防長 

○警防課長兼消

防署長 

○消防総務課長 

〇消防団長 

総務班 

指揮班 

通信情報班 

消防団班 

（総務係長） 

（消防団係長） 

（警防係長） 

（救急係長） 

（危険物係長） 

（予防係長） 

（通信指令係長） 

１ 消防法に基づく消防活動その他災害応急対策に関するこ

と。 

２ 水防法に基づく水防活動その他災害応急対策に関するこ

と。 

３ 被災者の避難、誘導、救出、捜索に関すること。 

４ 警備、警戒、防御活動に対する警察との連絡方法に関する

こと。 

５ 非常無線通信に関すること。 

６ 気象情報の本部への伝達に関すること。 

７ 消防団（水防団）との連絡に関すること。 

 

第２節～第６節（略） 

第７節 気象警報等収集・伝達（町再編成による修正） 

第３ 受領及び伝達方法 

⑴ 関係機関からの通報等は、勤務時間外は警備員が受領する。・・・略 

（正）総務課長  （副） 危機管理係長 

⑵ 勤務時間外に警備員が警報等を受領した場合は、直ちに総務課長伝達する。

警報等を受領した総務課長は次の伝達担当員に伝達するとともに、町長及び副

町長に報告し、その指示に従う。 

（正） 危機管理係長  （副） 危機管理係員 

⑶ ⑴⑵の警報等で災害を起こすおそれが予想される場合は、直ちに庁内放送

（勤務時間外は、総務課長→危機管理係長→関係課長）により周知させるとと

もに、関係機関、住民等に伝達周知する。 

第８節 災害情報・被害情報の収集・伝達（略） 

第１９節 避難所の運営 

第１ 避難所の開設等（略） 

第２ 避難所の運営管理（ 

１ 避難者情報の把握（略）。 

２ 避難者等との協力（略） 

３ 被災者への情報提供（略） 

（新規追加：県の計画に整合） 
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配慮するよう努める。 

 ５ 避難の長期化対応 

避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無

及び利用頻度、洗濯等頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回

の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみ

の処理状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、栄養バ

ランスのとれた適温の食事や、入浴、洗濯等の生活に必要となる水の確保、福

祉的な支援の実施など、必要な措置を講じるよう努める。また、必要に応じ、

避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努める。 

６ プライバシーの確保（略） 

 

 

第３８節 孤立化集落対策（Ｐ１９９） 

町は、孤立化した集落が発生した場合には、防災関係機関の連携により、集

落との連絡手段を早期に確保し、負傷者の緊急輸送に備えるとともに、被災状

況を早期に把握し、避難所の開設や飲料水、食事等日常生活に必要な物資を確

保するなど災害応急対策を迅速に実施できる体制を確立する。 

第１ 孤立集落の把握 

   町は、孤立化した集落が発生又は発生した可能性が高いことが判明した場 

合は、一般加入電話、町防災行政無線、広報車等を活用するとともに、防災 

関係機関と連携を図り、地域住民の健康状態や、集落内の電気・水道・ガス 

等のライフラインの被害状況などの調査を行い、緊急的な救出・救助が必要 

な状況であるか把握に努める。 

第２ 孤立集落と外部との連絡通信手段を確保 

防災行政無線、消防無線、アマチュア無線等を活用し、孤立集落と外部との

連絡通信の確保を図る。 

第３ 県への情報提供 

   孤立化した集落が発生又は発生した可能性が高いことが判明した場合、県 

（北薩地域振興局 総務企画課）に対して、孤立化や被災に関する情報を速や

かに提供する。 

第４ 緊急救出手段の確保 

集落が孤立し、緊急に救出をする必要があると認めた場合には、県に県消

防・防災ヘリコプター又は県を通じて自衛隊の災害派遣を要請する。 

第５ 緊急救援物資の確保・搬送 

町は、直ちに備蓄している物資を孤立集落に搬送するものとするが、町のみ
では物資等が不足し、又は搬送の実施が困難な場合には、県及び近隣市町に救
援物資の調達・搬送等の応援を要請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ プライバシーの確保（略） 

 

 

第３８節 孤立化集落対策 

町は、孤立化した集落が発生した場合には、集落との連絡手段を早期に

確保し、負傷者の緊急輸送に備えるとともに、被災状況を把握し、避難所

の開設や飲料水、食事等日常生活に必要な物資を確保する。 

 

第１ 孤立集落の把握 

町は、孤立化した集落に対して、一般加入電話、町防災行政無線、広報車等

を活用し、孤立状況を把握する。 

 

 

第２ 孤立集落と外部との連絡通信手段を確保 

防災行政無線、消防無線、アマチュア無線等を活用し、孤立集落と外部との

連絡通信の確保を図る。 

 

（新規追加：県の計画に整合） 

 

 

第３ 緊急救出手段の確保 

集落が孤立し、緊急に救出をする必要があると認めた場合には、県に県消防・

防災ヘリコプター又は県を通じて自衛隊の災害派遣を要請する。 

第４ 緊急救援物資の確保・搬送 

町は、直ちに備蓄している物資を孤立集落に搬送するものとするが、町のみ

では物資等が不足し、又は搬送の実施が困難な場合には、県及び近隣市町に救

援物資の調達・搬送等の応援を要請する。 
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また、道路等の被災状況により、孤立化の状況が長期に及ぶおそれがある場
合、集落内で当面生活していくための飲料水・食料、非常用発電機等の日常生
活に必要な物資を確保する。 

第６ 集落外の避難 
   孤立化した集落内のライフラインなどの生活環境が確保できない場合に 

は、地域住民の要望等を踏まえ、集落外の避難所の確保を図り、防災機関と 
連携の上、地域住民を避難させる。 

第７ 道路管理者 
 １ 国や建設業団体等と連携し、早期の道路啓開等の作業を実施するとともに、 

通行規制情報を適宜、提供する。 
２ 道路の被災状況や地域の実情等により、道路管理者での道路啓開の実施が 
困難であると判断した場合は、国等の関係機関に道路啓開の支援等を要請す 
る。 

第８ その他 
   その他必要な対策について、防災関係機関等と連携を図りながら、迅速に 

実施する。 

 

 

< 震災対策編 > 

 

第２章 災害予防計画 

第１節～第１４節（略） 

第１５節 輸送体制 

第２ 緊急輸送活動に資する道路の啓開体制の整備（Ｐ２６） 

１ 震災に備えた道路啓開体制 

  県は、発災後の道路の障害物除去、（路面変状の補修や迂回道路の整備を含 

む。）による道路啓開、応急復旧等を迅速に行うため、協議会の設置等によっ

て電力、通信等のインフラ事業者を含む関係機関と連携して、あらかじめ道路

啓開等の計画を作成するものとし、必要に応じて見直しを行うものとする。 

  また道路管理者は、当該計画も踏まえて、建設業協会や関係団体等の協力を 

得て、迅速かつ的確な道路啓開作業が実施できるよう、「大規模災害時におけ 

る応急対策に関する協定」等に基づき、道路啓開等に必要な人員、資機材等の 

確保等に関する協力関係の強化を図る。 

２ 道路啓開路線の情報収集 

町及び道路管理者は、関係機関と連携するなど、啓開が必要な緊急輸送路 

線等の情報収集及び共有できる体制を構築するものとする。 

（新規追加：県の計画に整合） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 震災対策編 > 

 

第２章 災害予防計画 
第１節～第１４節（略） 
第１５節 輸送体制（防災基本計画による修正） 
第２ 緊急輸送道路の啓開体制の整備 
１ 啓開道路の選定基準の設定 

震災時において、道路啓開を実施する路線の選定、優先順位について関係機
関と連携をとり、選定基準を設けてあらかじめ定めておく。 

 
 
 
 
 
 
 
２ 道路啓開の作業体制の充実 

町及び道路管理者は、平素から震災時において、関係機関及び関係業界が迅
速かつ的確な協力体制を確立して道路啓開の作業が実施できるよう、道路啓開
作業マニュアルを作成するなど効率的な道路啓開体制の充実を図る。 
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第３章 災害応急対策 

 

第１節 応急活動体制の確立（Ｐ３３） 

第１ 災害対策本部設置前の初動体制 

１ 情報連絡体制の確立（略） 

２ 災害警戒本部の確立 

⑴ 町域に震度５弱又は５強の地震が発生したときは、災害警戒本部を設置す

る。 

⑵ 災害警戒本部に本部長、副本部長を置き、本部長は危機管理監、副本部長

には総務課長、建設課長及び農林課長をもって充てる。 

⑶ 災害の発生するおそれが解消したとき、又は災害対策本部を設置したとき

は災害警戒本部を廃止する。 

第２ 災害対策本部の設置～第４ 地震発生時の緊急配備体制（略） 

 

第８節 災害情報・被害情報の収集・伝達 

第２ 被害報告 

 ３ 消防機関への通報が殺到する場合 
北薩３消防本部指令センターは、同時多発火災や救出要請等により、消防機

関への１１９番通報が殺到した場合に、さつま町と連携して事案を処理すると
ともに、その状況を災害即報要領にもとづき直ちに県及び国（消防庁）に報告
する。 
なお、第２報以降についてはさつま町が災害規模・被害状況等を取り纏めて

報告する。 

【第１報】 

 

 

 

【第２報以降】 

 

第３章 災害応急対策 

 

第１節 応急活動体制の確立 

第１ 災害対策本部設置前の初動体制 

１ 情報連絡体制の確立（略） 

２ 災害警戒本部の確立（組織再編による修正） 

⑴ 町域に震度５弱又は５強の地震が発生したときは、災害警戒本部を設置す

る。 

⑵ 災害警戒本部に本部長、副本部長を置き、本部長は総務課長、副本部長に

は建設課長及び耕地林業課長をもって充てる。 

⑶ 災害の発生するおそれが解消したとき、又は災害対策本部を設置したとき

は災害警戒本部を廃止する。 

第２ 災害対策本部の設置～第４ 地震発生時の緊急配備体制（略） 

 

第８節 災害情報・被害情報の収集・伝達 

第２ 被害報告（共同指令センター運用開始による修正） 

 ３ 消防機関への通報が殺到する場合 
町は、同時多発火災や救出要請等により、消防機関への１１９番通報が殺到

した場合に、その状況を直ちに県及び国（消防庁）に報告する。 
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第１９節 避難所の運営（Ｐ５０） 

第１ 避難所の開設、運営 

 １ 避難状況の把握（略） 

 ２ 開設予定避難所の安全性の確保（略） 

３ 職員の派遣 

４ 良好な生活環境の保持（Ｐ５０） 

   避難所における生活環境が常に良好なものであるよう努める。 

   そのため、避難生活の長期化が予想される場合、パーティションや簡易ベッ 

ド等を設置するよう努めるとともに、食事供与の状況、トイレの設置状況等の 

把握に努め、必要な対策を講じる。 

   また、必要に応じ、仮設トイレや簡易トイレを設置し快適なトイレの使用に 

配慮するよう努める。 

 ５ 救護所設置（略） 

第２ 避難の長期化への対応（Ｐ５１） 

 避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無 

及び利用頻度、洗濯等頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回 

の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみ 

の処理状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、栄養バ 

ランスのとれた適温の食事や、入浴、洗濯等の生活に必要となる水の確保、福 

祉的な支援の実施など、必要な措置を講じるよう努める。また、必要に応じ、 

避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努める。 

  

 

 

 

 

< 原子力災害対策編 > 

 

第２章 防災体制 

 

第１節（略） 

第２節 防災活動体制 

１．警戒本部体制（Ｐ２０） 

第１９節 避難所の運営 

第１ 避難所の開設、運営 

 １ 避難状況の把握（略） 

 ２ 開設予定避難所の安全性の確保（略） 

３ 職員の派遣 

  （追加：県の計画を反映） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加：県の計画を反映） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 原子力災害対策編 > 

 

第２章 防災体制 

第１節（略） 

第２節 防災活動体制 

１．警戒本部体制 
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別表４ 災害警戒本部の組織図（Ｐ２１） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表４ 災害警戒本部の組織図 
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別表５ 災害警戒本部の組織、構成、所掌事務（Ｐ２２） 

 

職 名 充 当 職 所 掌 事 務 

警戒本部長 危機管理監 
・町長の命を受け、警戒本部の事務を統括す

る。 

副警戒本部

長 

総務課長 

消防長 

・警戒本部長を補佐し、警戒本部長に事故あ

るときは、総務課長がその職務を代理する。 

警戒本部員 

総合政策課長 

財政課長 

ほけん福祉課長 

こども課長 

町民環境課長 

水道課長 

建設課長 

農林課長 

教育総務課長 

学校教育課長 

・災害予防、災害応急対策の事前措置に関す

る事 項 

・動員体制の準備に関する事項 

・情報の収集整理、通報連絡その他災害警戒

本部長が必要と認める事項 

災害対策要

員 

所属長がその所属す

る職員のうちから指

名する。 

・所属長の命を受け、警戒本部の事務を処理

する。 

・所属長の命を受け、関係課等との連絡にあ

たる。 

 

 

別表６ さつま町災害対策本部組織図 

（新旧対照表 Ｐ８、 本文 Ｐ２６参照） 

別表７  さつま町災害対策本部の組織、構成、所掌事務 

（組織再編を反映 本文 Ｐ２８～３５） 
 

 

 

 

 

別表５ 災害警戒本部の組織、構成、所掌事務 

 

職 名 充 当 職 所 掌 事 務 

警戒本部長 危機管理監 ・町長の命を受け、警戒本部の事務を統括する。 

副警戒本部

長 

総務課長 

消防長 

・警戒本部長を補佐し、警戒本部長に事故ある

ときは、総務課長がその職務を代理する。 

警戒本部員 

企画政策課長 

財政課長 

保健福祉課長 

子ども支援課長 

高齢者支援課長 

町民環境課長 

水道課長 

建設課長 

農政課長 

耕地林業課長 

教育総務課長 

学校教育課長 

・災害予防、災害応急対策の事前措置に関する

事項 

・動員体制の準備に関する事項 

・情報の収集整理、通報連絡その他災害警戒本

部長が必要と認める事項 

災害対策要

員 

所属長がその所属

する職員のうちか

ら指名する。 

・所属長の命を受け、警戒本部の事務を処理す

る。 

・所属長の命を受け、関係課等との連絡にあた

る。 

 

 

別表６ さつま町災害対策本部組織図（組織再編を反映） 
 

別表７  さつま町災害対策本部の組織、構成、所掌事務（組織再編を反映） 
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< 資料編 > 

２ 災害、危険箇所関係 

２-３ 土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設（Ｐ１８） 

№ 施  設  名 施 設 種 別 所  在  地 

１ クオリエ 養護老人ホーム さつま町船木2311番地8 

２ グループホームアリエ グループホーム さつま町船木2311番地8 

３ 株式会社夢の杜 福祉作業所 さつま町船木4029番地1 

４ わんぱくキッズ 保育園 さつま町船木2311番地6 

５ 薩摩中央高等学校 学校 さつま町虎居1900番地 

６ 佐志小学校 学校 さつま町広瀬1177番地 

７ 薩摩小学校 学校 さつま町中津川4269番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 資料編 > 

２ 災害、危険箇所関係 

２-３ 土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設（経年変化） 

№ 施  設  名 施 設 種 別 所  在  地 

１ グループホームのどか グループホーム さつま町求名13564 

２ クオリエ 養護老人ホーム さつま町船木2311番地8 

３ グループホームアリエ グループホーム さつま町船木2311番地8 

４ 株式会社夢の杜 福祉作業所 さつま町船木4029番地1 

５ わんぱくキッズ 保育園 さつま町船木2311番地6 

６ 薩摩中央高等学校 学校 さつま町虎居1900番地 

７ 佐志小学校 学校 さつま町広瀬1177番地 

８ 永野小学校 学校 さつま町永野2562番地 

９ 中津川小学校 学校 さつま町中津川4269番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 22 - 

 

４ 通信等関係 

４-２ 通信指令施設の現況（Ｐ４４～） 

⑴ 指令センターの概要                      （令和７年４月１日現在） 

 

 
⑵ 一般業務用電話 

 

 

 

⑶ 指令センター機器類（主要機器） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 災害対策室の概要 

 

 

⑸ 災害対策室 連絡調整員操作機器類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 通信等関係（共同指令センター運用開始による修正） 

４-２ 通信指令施設の現況（Ｐ４４～） 

（1）高機能消防指令システム（Ⅰ型・離島型）            （令和4年4月1日現在） 

 

（2）指令電話等  

 
（3）一般業務用電話 

 
（4）消防救急デジタル無線システム 

 （遠隔制御装置～2，管理監視制御装置～1，無線回線制御装置～1，基地局無線装置～1） 

"（デジタル無線） 
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⑹ 一般業務用電話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑺ 消防救急デジタル無線システム装置 

 

 

 

 

 

⑻ デジタル無線 
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５ 消防、水防等関係 

５-１ 町内危険物施設一覧（Ｐ４６） 
※網掛けは休止施設                                 （令和７年４月１日現在） 

 

５ 消防、水防等関係（経年変化） 

５-１ 町内危険物施設一覧（Ｐ４５） 
（令和３年４月１日現在） 
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５-２ 消防装備の現況（Ｐ５０） 

（令和７年4月1日現在） 

 

 

７ 避難所、医療等関係 

７-１ 避難所等一覧 

１ 避難所（Ｐ６６） 

番

号 
地区名 

避難場所 

（40指定／37施設） 
所在地 電話番号 

収容 

人員 
地震 

洪水 

・ 

内水

氾濫 

崖崩

れ・ 

１ 

宮之城

屋地 

宮之城総合体育館 船木302-1 52-1888 500人 ○ ○ ○ 

２ 屋地楽習館 宮之城屋地887 53-1994 100 ○ ○ ○ 

３ 宮之城鉄道記念館 宮之城屋地2036-4 53-0525 50 ○ ○ ○ 

４ 盈進小学校 宮之城屋地1546-3 53-1588 200 ○ ○ ○ 

５ 宮之城中学校 宮之城屋地391 53-1588 200 ○ ○ ○ 

６ 

虎居 

虎居地区公民館 西新町11-3 53-1272 120 ○ × ○ 

７ 県営若草団地集会室 虎居町8-1 ― 30 ○ ○ ○ 

８ 宮之城伝統工芸センター 虎居2638 52-1313 50 ○ ○ ○ 

５-２ 消防装備の現況（Ｐ４９） 
（令和３年４月１日現在） 

 

 

７ 避難所、医療等関係（経年変化） 

７-１ 避難所等一覧 

１ 避難所 

番

号 
地区名 

避難場所 

（40指定／37施設） 
所在地 電話番号 

収容 

人員 
地震 

洪水 

・ 

内水

氾濫 

崖崩

れ・ 

１ 

宮之城

屋地 

宮之城総合体育館 船木302-1 52-1888 500人 ○ ○ ○ 

２ 屋地楽習館 宮之城屋地887 53-1994 100 ○ ○ ○ 

３ 宮之城鉄道記念館 宮之城屋地2036-4 53-0525 50 ○ ○ ○ 

４ 盈進小学校 宮之城屋地1546-3 53-1588 200 ○ ○ ○ 

５ 宮之城中学校 宮之城屋地391 53-1588 200 ○ ○ ○ 

６ 

虎居 

虎居地区公民館 西新町11-3 53-1272 120 ○ × ○ 

７ 県営若草団地集会室 虎居町8-1 ― 30 ○ ○ ○ 

８ 宮之城伝統工芸センター 虎居2638 52-1313 50 ○ ○ ○ 
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９ 薩摩中央高等学校 虎居1900 53-1207 300 ○ ○ ○ 

10 時吉 宮之城トレーニングセンター 時吉1743 52-2610 70 ○ ○ ○ 

11 船木 船木農業構造改善センター 船木769-１ 52-1034 70 ○ ○ ○ 

12 柊野 柊野地区体育館 柊野467 ― 50 ○ ○ ○ 

13 
平川 

平川区公民館 平川7446-1 ― 70 ○ ○ ○ 

14 平川地区体育館 平川2008-2 ― 100 ○ ○ ○ 

15 湯田 湯田いきいき研修館 湯田900-１ 55-2180 100 ○ × ○ 

16 佐志 佐志交流館 広瀬1178 53-0501 100 ○ ○ ○ 

17 山崎 山崎交流館 山崎853-１ 56-8301 100 ○ ○ ○ 

18 久富木 久富木区公民館 久富木1791-イ 56-9900 70 ○ ○ ○ 

19 二渡 二渡営農研修館 二渡4809 56-8290 70 ○ ○ ○ 

20 白男川 うましき郷きららの楽校 白男川1501-1 53-4760 150 ○ ○ ○ 

21 泊野 泊野地区体育館 泊野451 ― 100 ○ ○ ○ 

22 

鶴田 

鶴田地区コミュニティセンター 鶴田3424-１ ― 60 ○ ○ ○ 

23 鶴田小学校 神子661-3 59-2017 100 ○ ○ ○ 

24 鶴田中央公民館 神子666-１ 59-2022 100 ○ ○ ○ 

25 鶴田体育館 神子668-10 ― 200 ○ ○ ○ 

26 

神子 

鶴田中央公民館 神子666-１ 59-2022 100 ○ ○ ○ 

27 鶴田保健センター 神子228-１ 31-5110 100 ○ × ○ 

28 鶴田体育館 神子668-10 ― 200 ○ ○ ○ 

29 
柏原 

柏原地区集会施設ほたる館 柏原1637-3 ― 50 ○ ○ ○ 

30 柏原小学校 柏原1588 59-8674 100 ○ ○ ○ 

31 
紫尾 

紫尾区公民館 紫尾349-5 59-8158 50 × ○ ○ 

32 紫尾地区体育館 紫尾362-1 ― 100 ○ ○ ○ 

33 

求名 

薩摩農村環境改善センター 求名12753-3 57-0970 100 ○ ○ ○ 

34 求名交流館 求名3356-1 57-0881 60 × ○ ○ 

35 旧求名小学校 求名2737 57-0009 100 ○ ○ ○ 

９ 薩摩中央高等学校 虎居1900 53-1207 300 ○ ○ ○ 

10 時吉 宮之城トレーニングセンター 時吉1743 52-2610 70 ○ ○ ○ 

11 船木 船木農業構造改善センター 船木769-１ 52-1034 70 ○ ○ ○ 

12 柊野 柊野地区体育館 柊野467 ― 50 ○ ○ ○ 

13 
平川 

平川区公民館 平川7446-1 ― 70 ○ ○ ○ 

14 平川地区体育館 平川2008-2 ― 100 ○ ○ ○ 

15 湯田 湯田いきいき研修館 湯田900-１ 55-2180 100 ○ × ○ 

16 佐志 佐志交流館 広瀬1178 53-0501 100 ○ ○ ○ 

17 山崎 山崎交流館 山崎853-１ 56-8301 100 ○ ○ ○ 

18 久富木 久富木区公民館 久富木1791-イ 56-9900 70 ○ ○ ○ 

19 二渡 二渡営農研修館 二渡4809 56-8290 70 ○ ○ ○ 

20 白男川 うましき郷きららの楽校 白男川1501-1 53-4760 150 ○ ○ ○ 

21 泊野 泊野地区体育館 泊野451 ― 100 ○ ○ ○ 

22 

鶴田 

鶴田地区コミュニティセンター 鶴田3424-１ ― 60 ○ ○ ○ 

23 鶴田小学校 神子661-3 59-2017 100 ○ ○ ○ 

24 鶴田中央公民館 神子666-１ 59-2022 100 ○ ○ ○ 

25 鶴田体育館 神子668-10 ― 200 ○ ○ ○ 

26 

神子 

鶴田中央公民館 神子666-１ 59-2022 100 ○ ○ ○ 

27 鶴田保健センター 神子228-１ 31-5110 100 ○ × ○ 

28 鶴田体育館 神子668-10 ― 200 ○ ○ ○ 

29 
柏原 

柏原地区集会施設ほたる館 柏原1637-3 ― 50 ○ ○ ○ 

30 柏原小学校 柏原1588 59-8674 100 ○ ○ ○ 

31 
紫尾 

紫尾区公民館 紫尾349-5 59-8158 50 × ○ ○ 

32 紫尾地区体育館 紫尾362-1 ― 100 ○ ○ ○ 

33 

求名 

薩摩農村環境改善センター 求名12753-3 57-0970 100 ○ ○ ○ 

34 求名交流館 求名3356-1 57-0881 60 × ○ ○ 

35 求名小学校 求名2737 57-0009 100 ○ ○ ○ 
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36 
中津川 

中津川交流館 中津川2009 57-0884 60 × ○ ○ 

37 薩摩小学校 中津川4269 57-0486 100 ○ ○ ○ 

38 

永野 

薩摩農村環境改善センター 求名12753-3 57-0970 100 ○ ○ ○ 

39 
永野ふれあい館 

アロン電機㈱第3工場従業員休憩室 
永野1022-1 ― 30 ○ ○ ○ 

 

 

 

 

２ 避難地（Ｐ６７） 

番号 名     称 所 在 地 

１ 宮之城総合グラウンド さつま町船木246-１ 

２ 柏原グラウンド 〃  柏原1594 

３ 薩摩総合グラウンド 〃  求名12753-３ 

４ 町内各小・中学校のグラウンド 各小・中学校の所在地 

５ 鹿児島県立北薩広域公園 さつま町虎居5470 

 

 

７-２ 福祉避難所一覧（Ｐ６７） 

番号 名   称 所 在 地 電話番号 

１ 障害者支援施設 宮之城ふくし園 さつま町宮之城屋地670-2 53-2940 

２ 特別養護老人ホームマモリエ   〃  船木2315-1 53-0026 

３ 特別養護老人ホームアルテンハイム鶴宮園   〃  紫尾4077-1 59-8004 

４ 特別養護老人ホームさつま園   〃  求名13341-1 57-0695 

  ５ 養護老人ホームほのぼの苑 〃  湯田1575-1 55-9850 

 ６ ＪＡ北さつま 田原の郷 〃  広瀬656-6 53-3914 

 ７  医療法人 博仁会 宮之城病院   〃  船木34 53-0180 

 

36 薩摩中学校 求名12761-１ 57-0101 150 ○ ○ ○ 

37 
中津川 

中津川交流館 中津川2009 57-0884 60 × ○ ○ 

38 中津川小学校 中津川4269 57-0486 100 ○ ○ ○ 

39 

永野 

観音滝公園交流センター 

（休止中） 
中津川7601 ― 60 ○ ○ ○ 

40 薩摩農村環境改善センター 求名12753-3 57-0970 100 ○ ○ ○ 

41 
永野ふれあい館 

アロン電機㈱第3工場従業員休憩室 
永野1022-1 ― 30 ○ ○ ○ 

 

２ 避難地 

番号 名     称 所 在 地 

１ 宮之城総合グラウンド さつま町船木246-１ 

２ 柏原グラウンド 〃  柏原1594 

３ 薩摩総合グラウンド 〃  求名12753-３ 

４ 町内各小・中学校のグラウンド 各小・中学校の所在地 

 

 

 

７-２ 福祉避難所一覧 

名   称 所 在 地 電話番号 

障害者支援施設 宮之城ふくし園 さつま町宮之城屋地670-2 53-2940 

特別養護老人ホームマモリエ   〃  船木2315-1 53-0026 

特別養護老人ホームアルテンハイム鶴宮園   〃  紫尾4077-1 59-8004 

特別養護老人ホームさつま園   〃  求名13341-1 57-0695 

養護老人ホームほのぼの苑 〃  湯田1575-1 55-9850 

ＪＡ北さつま 田原の郷 〃  広瀬656-6 53-3914 
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７-５ 町内医療機関一覧 

１ 病院・診療所 

＜宮之城地域＞（Ｐ７３） 

番 号 名    称 所 在 地 電話番号 

１ 薩摩郡医師会病院 さつま町轟町510 0996-53-0326 

２ クオラリハビリテーション病院   〃  船木2311-6 0996-53-1704 

３ 宮之城病院   〃  船木34 0996-53-0180 

４ 稲津内科病院   〃  宮之城屋地1378 0996-52-3355 

５ 立志クリニック   〃  湯田1502-10 0996-55-9119 

６ 海江田医院   〃  宮之城屋地1461 0996-53-0006 

７ すずき耳鼻咽喉科   〃  轟町18-10 0996-21-3735 

８ 林田内科   〃  宮之城屋地1548 0996-53-1177 

９ うかり眼科   〃  虎居町12-15 0996-53-0030 

１０ 相良医院   〃  宮之城屋地1531-3 0996-53-0160 

１１ 小緑内科   〃  轟町39-1 0996-52-1676 

１２ 溝口整形外科   〃  轟町34-2 0996-52-4668 

１３ てらだ内科クリニック   〃  田原147-3 0996-21-3232 

１４ ますざき医院 〃  広瀬673 0996-52-4510 

 

 

 

＜薩摩地域＞（略） 

 

 

２ 歯科診療所 

＜宮之城地域＞（Ｐ７３） 

番 号 名 称 所 在 地 電話番号 

１ 尾形歯科医院 さつま町宮之城屋地1464 0996-53-0418 

２ 杉田歯科医院   〃  宮之城屋地1596-13 0996-52-2855 

７-５ 町内医療機関一覧 

１ 病院・診療所 

＜宮之城地域＞ 

名  称 所在地 電話番号 

薩摩郡医師会病院 さつま町轟町510 0996-53-0326 

クオラリハビリテーション病院   〃  船木2311-6 0996-53-1704 

宮之城病院   〃  船木34 0996-53-0180 

稲津病院   〃  宮之城屋地1378 0996-52-3355 

立志クリニック   〃  湯田1502-10 0996-55-9119 

木原医院   〃  船木184-1 0996-52-2700 

海江田医院   〃  宮之城屋地1461 0996-53-0006 

すずき耳鼻咽喉科   〃  虎居町11-1 0996-21-3735 

林田内科   〃  宮之城屋地1548 0996-53-1177 

うかり眼科   〃  虎居町12-15 0996-53-0030 

相良医院   〃  宮之城屋地1546 0996-53-0160 

島田医院   〃  宮之城屋地1532-13 0996-53-0003 

小緑内科   〃  轟町39-1 0996-52-1676 

溝口整形外科   〃  轟町34-2 0996-52-4668 

てらだ内科クリニック   〃  田原147-3 0996-21-3232 

ますざき医院 〃  広瀬673 0996-52-4510 

＜薩摩地域＞（略） 

 

 

２ 歯科診療所 

＜宮之城地域＞ 

名称 所在地 電話番号 

尾形歯科医院 さつま町宮之城屋地1464 0996-53-0418 

かわごえ歯科   〃  山崎87-ロ 0996-56-8148 
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３ 林田歯科クリニック   〃  宮之城屋地1456-２ 0996-52-0077 

４ 福岡歯科医院   〃  虎居704-４ 0120-53-3300 

５ ふくおか歯科クリニック   〃  山崎1000-１ 0996-56-8511 

６ ほだて歯科   〃  虎居町14-９ 0996-53-3555 

 

＜鶴田地域＞（略） 

 

７-６ 町内薬局等一覧（Ｐ７４） 

番 号 名 称 所 在 地 電話番号 

１ 青空薬局 さつま町 柏原2820 0996-52-0101 

２ うさぎ薬局  〃   宮之城屋地1531-5 0996-52-4116 

３ ウチ薬局  〃   虎居町5-15 0996-53-0063 

４ かぐや姫薬局  〃   轟町39-１0 0996-29-3301 

５ ぎんざ薬局  〃   広瀬668-3 0996-53-0500 

６ くきどめ薬局  〃   宮之城屋地1069-１ 0996-53-0823 

７ さし薬局 〃   田原147-6 0996-21-3610 

 ８ タバタ薬局宮之城店  〃   宮之城屋地1461-4 0996-21-3344 

 ９ ひなた薬局  〃   虎居町13-３ 0996-21-3399 

１０ フタヤ薬局湯田店  〃   湯田1502-29 0996-59-2033 

１１ ふなき薬局 〃   船木50-3 0996-29-3281 

１２ ヘルシー薬局宮之城店  〃   轟町34-１ 0996-21-3739 

１３ ｍｙ薬局さつま 〃   船木2323-1 0996-29-3100 

１４ やまだ薬局  〃   宮之城屋地1378-１ 0996-52-4585 

 

 

 

 

 

 

杉田歯科医院   〃  宮之城屋地1596-13 0996-52-2855 

林田歯科クリニック   〃  宮之城屋地1456-２ 0996-52-0077 

福岡歯科医院   〃  虎居704-４ 0120-53-3300 

ふくおか歯科クリニック   〃  山崎1000-１ 0996-56-8511 

ほだて歯科   〃  虎居町14-９ 0996-53-3555 

＜鶴田地域＞（略） 

 

７-６ 町内薬局等一覧 

名称 所在地 電話番号 

青空薬局 さつま町 柏原2820 0996-52-0101 

うさぎ薬局  〃   宮之城屋地1531-５ 0996-52-4116 

ウチ薬局  〃   虎居町５-15 0996-53-0063 

きりん薬局  〃   西新町19-７ 0996-52-2033 

ぎんざ薬局  〃   宮之城屋地1079 0996-53-0011 

ぎんざ薬局（広瀬）  〃   広瀬668-3 0996-53-0500 

くきどめ薬局  〃   宮之城屋地1069-１ 0996-53-0823 

コスモ21ドラッグストア  〃   轟町11-８ 0996-52-3855 

コスモ21ドラッグストア船木店  〃   船木2761-１ 0996-21-3630 

つるだ薬局  〃   湯田2073-36 0996-55-9388 

とどろ薬局  〃   轟町41-１ 0996-52-2525 

ひなた薬局  〃   虎居町13-３ 0996-21-3399 

フタヤ薬局湯田店  〃   湯田1502-29 0996-59-2033 

ヘルシー薬局宮之城店  〃   轟町34-１ 0996-21-3739 

(有)みやんじょ薬局  〃   船木162-１ 0996-52-4650 

やまだ薬局  〃   宮之城屋地1378-１ 0996-52-4585 

スーパードラッグコスモス宮之城店  〃   時吉239-１ 0996-21-3411 
 

 


